
１. 広告掲出場所及び広告料�

２. 広告期間�

３. 申込方法�
①申込は１枠単位、１年単位になっていますが、複数枠、複数年（更新申請）での申込みも出来ます。�
②申込に必要な書類�
　 対馬市庁舎等広告掲出申込書（様式第１号）　１部�

４. 提出先�
総務企画部管財課に必ず持参して下さい。�

平成21年４月１日から平成22年３月31日まで（※更新可）�

５. 受付期間�
平成21年２月２日（月）から随時、枠数がなくなるまで。�
平日（月～金）午前９時から午後５時まで。（休日除く）�

※申込書は、管財課に用意しております。また、市のホームページからもダウンロードが出来ます。なお、申込の�
　際は、対馬市広告掲載事要綱、対馬市庁舎等広告掲出取扱要領、対馬市広告掲載運用基準を十分ご確認下さい。�
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　対馬市では、市の資産を広告媒体として活用するため、次のとおり対馬市役所庁舎内�
に広告を募集します。�

対馬市役所庁舎広告の募集�

２階市民課ロビー柱（Ａ・Ｃ）�

２階市民課ロビー柱（Ｂ・Ｄ）�

２階会計課前長椅子下面�

２階会計課前壁面�

エレベーター内側面�

１・３・４階エレベーター外扉面�

２階エレベーター外扉面�

２階階段奥壁面�

２階階段左側・右側壁面�

２階別館通路壁面�

１階観光物産推進本部前廊下壁面�

１階観光物産推進本部入口壁面�

１０３０×７２８（Ｂ１）�

８４１×５９４（Ａ１）�

３５０×３９５０以内　�

６００×３９００以内　�

７２８×５１５（Ｂ２）�

７２８×５１５（Ｂ２）�

７２８×５１５（Ｂ２）�

７２８×５１５（Ｂ２）�

７２８×５１５（Ｂ２）�

７２８×５１５（Ｂ２）�

７２８×５１５（Ｂ２）�

７２８×５１５（Ｂ２）�

６０，０００円�

６０，０００円�

６０，０００円�

６０，０００円�

２４，０００円�

２４，０００円�

３６，０００円�

３６，０００円�

３６，０００円�

３６，０００円�

３６，０００円�

３６，０００円�

２�

２�

１�

１�

３�

各１�

１�

４�

各３�

３�

３�

４�

場所（対馬市役所本庁舎）� 規格（mm）縦×横� 料金（年額）� 枠　数�

【参考】対馬市役所庁舎について�

●問い合わせ先　総務企画部管財課　☎０９２０（５３）６１１１（内線４２３）�

開 庁 日：月曜日から金曜日の午前８時45分～午後５時30分�
　　　　　但し、１階観光物産推進本部は除く。土曜、日曜、祝日等も対応のため�
閉 庁 日：土曜、日曜、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始（12月29日～１月３日）�
来庁者数：約350人／１日（平均）※年間８万人（開庁日数240日）�
勤務職員：約190人�

※各広告枠に掲出する詳細箇所・仕様等は管財課へお問い合わせ下さい。�
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